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タイトル 

5類感染症への移行後の学校における 
新型コロナウイルス感染症対策について 

内 容 

1 学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方 

(1) 新型コロナウイルス感染症の 5 類感染症への移行後においても、継続す

る対策 

・家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握 

・適切な換気の確保 

・手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導 

 (2) 学校教育活動上の留意点 

・マスクの着用を求めないことを基本とします。 

・給食における「黙食」は必要としません。 

(3) 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状が見られた場合の対応 

・児童生徒に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状が見られる場合に

は、症状がなくなるまでは自宅での休養、受診をお願いします。その場

合は、欠席となります。 

 

2 学校における出席停止措置の取扱い 

新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒に対しては、出

席停止とします。出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症

状が軽快した後1日を経過するまで」を基準とします。 

 

3 学級閉鎖等 

同一の学級において 複数の児童生徒等の感染が判明した場合（感染可能

期間に学校に来ていない者の発症は除く）や教育委員会が必要と判断した場

合で、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校医等と相談し、

必要な期間、学級閉鎖等を実施します。 

 

詳しくは、ホームぺージをご覧ください。 

（5 月 2 日午後 5 時公開予定） 

セールスポイント 

 子どもたちが安心して学校生活を送ることができるよう、感染者が確認さ

れた場合には、引き続き、学校医等と連携を図りながら、適切に対処して参り

ますので、保護者の皆さまには、ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願

いいたします。 

 


